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山形市障害支援区分判定審査会運営要綱 

 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成 

１７年法律第１２３号。以下「法」という。）第１５条の規定に基づき設置するこの市の障害

支援区分判定審査会（以下「審査会」という。）の運営等について、必要な事項を定めるもの

とする。 

（委員の構成） 

第２条 審査会の委員は、法第１６条第２項の規定に基づき、障がい者等（法第４条第１項に

規定する障害者及び同条第２項に規定する障害児をいう。以下同じ。）の保健又は福祉に関す

る学識経験を有する者のうちから、市長が委嘱する。 

２ 審査会の委員の定数は、山形市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための

法律の施行に関する条例（平成１８年市条例第２８号）の定めるところによる。 

３ 審査会の委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間と

する。 

４ 審査会に会長１人を置き、委員の互選によってこれを定める。 

５ 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。 

６ 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。 

（審査会の会議） 

第３条 審査会の会議は、会長が招集し、会長は、会議の議長となる。 

２ 審査会は、審査会の運営並びに次条に規定する合議体が行う審査及び判定の基準等、合議

体の会議において議決することができない事項について審議するものとする。 

３ 審査会の会議は、会長及び過半数の委員の出席がなければ、これを開き、議決をすること

ができない。 

４ 審査会の会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の

決するところによる。 

（合議体の設置） 

第４条 審査会は、委員のうちから会長が指名する者をもって構成する合議体（以下「合議体」

という。）により障害支援区分に関する審査及び判定を行うとともに、支給要否決定にあたり

意見を述べるものとする。 



 

 

２ 合議体を構成する委員の定数は、５人とする。 

３ 合議体の数は、６合議体以内とする。 

４ 合議体に長（以下「委員長」という。）１人を置き、当該合議体を構成する委員の互選によ

ってこれを定める。 

５ 委員長は、合議体の会務を総理する。 

６ 委員長に事故があるときは、当該合議体に所属する委員であって、あらかじめ委員長の指

名する者が、その職務を代理する。 

（合議体の会議） 

第５条 合議体の会議は、会長が招集し、委員長は、会議の議長となる。 

２ 合議体の会議は、これを構成する委員の過半数の出席がなければ、これを開き、議決をす

ることができない。 

３ 合議体の会議は、審査及び判定にあたり、できるだけ委員間の意見の調整を行い、合意を

得るよう努めるものとする。 

４ 合議体の会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長

の決するところによる。 

５ 審査会において特別の定めをした場合のほかは、合議体の会議の議決をもって審査会の会

議の議決とする。 

（審査及び判定） 

第６条 審査会は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令（平

成１８年政令第１０号。以下「政令」という。）第１０条第２項（同令第１３条において準用

する場合を含む。）の規定により、法第２０条第２項の規定による認定調査（以下「認定調査」

という。）及び当該調査に伴う特記事項並びに医師意見書に記載された内容に基づき、障害支

援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する省令（平成２６年厚生労働

省令第５号。以下「省令」という。）に定める障害支援区分に該当するかどうかについて、審

査及び判定を行う。 

（適正かつ公正な審査及び判定のための方策） 

第７条 適正かつ公正な審査及び判定を行うため、審査資料中の氏名、住所等の個人を特定す

る情報は、あらかじめ削除するものとする。 

（審査及び判定の手順） 

第８条 審査及び判定は、次の手順により行う。 



 

 

（１） 認定調査の結果等を用いて行う国が配布する一次判定用ソフトによる判定（以下「一次

判定」という。）で活用した項目について、特記事項及び医師意見書の内容と比較検討し、

不整合の有無について確認する。 

（２） 前号において、それぞれの内容間に不整合があったときは、再調査の実施又は医師若し

くは認定調査員に対する照会を行い、認定調査の結果について一部修正が必要と認める場

合には、一次判定で活用した項目の一部修正を行う。 

（３） 前号の規定による再調査後における審査及び判定は、原則として前回と同一の合議体に

おいて行うこととする。 

（４） 一次判定の結果（第２号の規定により一次判定で活用した項目の一部を修正した場合に

あっては、当該修正後のものについて一次判定用ソフトを用いて再度一次判定を行って得

られた結果。以下同じ。）を原案として、特記事項及び医師意見書の内容から、審査対象者

に必要とされる支援の度合いが、一次判定の結果が示す区分等において必要とされる支援

の度合いと比較し、より多い又は少ない支援を必要とするかどうかを判断し、必要に応じ

一次判定の結果を変更して二次判定の結果とする。 

２ 前項第４号の規定による二次判定において一次判定の結果を変更する場合には、省令に定

める区分毎の条件及び障害支援区分に係る市町村審査会の運営について（平成２６年３月３

日付け障発０３０３第２号通知）別紙２に定める二次判定で変更できないケースを参考に一

次判定の変更の妥当性を検証する。 

（一次判定で活用した項目の修正ができない場合） 

第９条 審査会は、次に掲げる場合には、前条第１項第２号の規定による一次判定で活用した

項目の一部修正を行ってはならない。ただし、認定調査では得られなかった状況が、特記事

項又は医師意見書の内容（審査会における認定調査員及び医師の発言を含む。以下同じ。）等

によって新たに明らかになった場合は、この限りでない。 

（１） 特記事項の内容が一次判定で活用した項目の結果と一致し、特に新たな状況が明らかに

なっていない場合 

（２） 医師意見書の内容が一次判定で活用した項目の結果と一致し、特に新たな状況が明らか

になっていない場合 

（３） 特記事項又は医師意見書の内容に特に記載がない場合 

（一次判定の結果の変更ができない場合） 

第１０条 審査会は、次に掲げる場合には、第８条第１項第４号の規定による一次判定の結果



 

 

の変更を行ってはならない。ただし、特記事項又は医師意見書の内容から、必要とされる支

援の度合いが、一次判定の結果が示す区分等において必要とされる支援の度合いと比較し、

より多い又は少ない支援を必要とすると判断される場合は、この限りでない。 

（１） 特記事項の内容が一次判定で活用した項目の結果と一致し、特に新たな状況が明らかに

なっていない場合 

（２） 医師意見書の内容が一次判定で活用した項目の結果と一致し、特に新たな状況が明らか

になっていない場合 

２ 審査会は、次に掲げる事項を理由として、第８条第１項第４号の規定による一次判定の結

果の変更を行ってはならない。 

（１） 特記事項又は医師意見書に特に記載されていない状況 

（２） 審査対象者の年齢 

（３） 審査対象者が施設入所者であるか在宅生活者であるか又は審査対象者の住宅環境若しく

は家族介護者の有無 

（４） 特記事項又は医師意見書に支援の必要性が高い等の抽象的な支援の必要性に関する記載

のみがあり、具体的な状況に関する記載がない場合におけるその記載内容 

（５） 特記事項又は医師意見書に本人の希望等の記載がある場合におけるその記載内容 

（６） 特記事項又は医師意見書に現に受けているサービスに関する記載がある場合におけるそ

の記載内容 

（審査会の意見） 

第１１条 審査会は、審査及び判定を行うにあたって必要があると認めるときは、訓練等給付

等の有効な利用等に関し留意すべき事項について、意見を付することができる。 

２ 審査会は、前項の意見を付するに際しては、次に掲げる事項に留意しなければならない。 

（１） 認定の有効期間について意見を付する場合は、現在の状況がどの程度継続するかという

観点から、次の場合において認定の有効期間を３か月以上の範囲内においてより短く設定

するかどうかについての検討を行うこと。 

 ア 審査対象者の身体上又は精神上の障がいの程度が６か月から１年程度の間において変

動しやすい状態にあると考えられる場合 

イ その他審査会が特に必要と認める場合 

（２） サービスに関して意見を付す場合は、審査対象者の状況について具体的に検討すること。 

（審査及び判定の際の留意事項等） 



 

 

第１２条 審査会の会議においては、概況調査票（サービス利用状況票を含む。）及び過去に用

いた審査判定資料は、審査及び判定の際の直接的な資料としては用いないこととする。ただ

し、審査会が当該審査対象者の一般的な状態を把握するために参照する場合は、この限りで

ない。 

２ 審査及び判定にあたっては、審査対象者が入院若しくは入所し、又は障害福祉サービスを

利用している施設等（以下「審査対象者入所等施設等」という。）に所属する委員が当該審査

対象者に係る審査及び判定を行う合議体に含まれないよう合議体の調整に努めるものとし、

審査対象者入所等施設等に所属する委員が当該審査対象者を審査する合議体の会議に出席し

ている場合には、当該審査対象者の審査及び判定に限り、当該委員は審査及び判定に加わる

ことができない。 

３ 審査会は、審査及び判定にあたって必要があると認めるときは、当該審査対象者及びその

家族並びに医師、認定調査員その他の専門家の意見を聴くことができる。 

４ 審査会の会議は、原則非公開とする。 

（支給決定案に対する意見） 

第１３条 審査会は、法第２２条第２項の規定により支給決定案に対する意見を求められた場

合は、当該意見を述べることとする。 

附 則 

 この要綱は、平成１９年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

 


